
東京都小児がん診療連携推進事業について東京都小児がん診療連携推進事業について東京都小児がん診療連携推進事業について東京都小児がん診療連携推進事業について

事業概要事業概要事業概要事業概要

（１）目的（１）目的（１）目的（１）目的

小児の病死原因第一位である「小児がん」に関して、高度な診療提供体制を有している都内の医療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児がん患者に対し、

速やかに適切な医療を提供することを目的とする。

（２）内容（２）内容（２）内容（２）内容

一定程度の小児がん診療機能を有する医療機関による「東京都小児がん診療連携ネットワーク」「東京都小児がん診療連携ネットワーク」「東京都小児がん診療連携ネットワーク」「東京都小児がん診療連携ネットワーク」（以下「ネットワーク」という。）を構築し、ネットワークを中心として設置す

る「東京都小児がん診療連携協議会及び同部会」「東京都小児がん診療連携協議会及び同部会」「東京都小児がん診療連携協議会及び同部会」「東京都小児がん診療連携協議会及び同部会」において、都全体における小児がんの診療連携体制や相談支援体制等について、在るべき体制を検討・構築していく。

東京都小児がん診療連携ネットワークについて東京都小児がん診療連携ネットワークについて東京都小児がん診療連携ネットワークについて東京都小児がん診療連携ネットワークについて

（１）構成（１）構成（１）構成（１）構成

ネットワークは、「小児がん拠点病院」（厚生労働大臣指定）及び「東京都小児が

ん診療病院」（東京都知事認定）から構成される（右表参照）。

（２）機能（２）機能（２）機能（２）機能

上記医療機関から選出される委員を中心とする「東京都小児がん診療連携協議会及

び同部会」を設置・開催し、診療の相互連携等の実施体制を検討する。

また、地域の小児科医療機関や地域がん診療連携拠点病院等とも連携し、都内にお

ける小児がん医療連携体制を整備する。

ネットワーク参画医療機関を中心として、都内における小児がん医療連携体制を検

討・構築する会議体「東京都小児がん診療連携協議会」を設置する。

事務局は都立小児総合医療センターとし、必要に応じて各専門部会を設置する。

東京都小児がん診療連携協議会について東京都小児がん診療連携協議会について東京都小児がん診療連携協議会について東京都小児がん診療連携協議会について

ネットワーク参画病院一覧（平成ネットワーク参画病院一覧（平成ネットワーク参画病院一覧（平成ネットワーク参画病院一覧（平成25252525年９月１日現在）年９月１日現在）年９月１日現在）年９月１日現在）

都内における小児がんの医療連携体制のイメージ

小児科診療所

（成人）

拠点・認定・協力病院

（成人）

かかりつけ医
その他のがん診療医療機関

診 療 連 携 （長期フォローアップ含む）・ 情 報 照 会 ・ 研 修 参 加

東京都小児がん診療連携ネットワーク

診療病院

診療病院

診療病院

診療病院 診療病院

診療病院

診療病院

診療病院

拠点病院

拠点病院

小児がん拠点病院（２病院）

1 独立行政法人国立成育医療研究センター

2 東京都立小児総合医療センター

東京都小児がん診療病院（12病院）

1 東京慈恵会医科大学附属病院

2 順天堂大学医学部附属順天堂医院

3 東京医科歯科大学医学部附属病院

4 東京大学医学部附属病院

5 日本医科大学付属病院

6 聖路加国際病院

7 独立行政法人国立がん研究センター中央病院

8 東邦大学医療センター大森病院

9 慶應義塾大学病院

10 東京女子医科大学病院

11 日本大学医学部附属板橋病院

12 杏林大学医学部付属病院

東京都小児がん診療連携協議会のイメージ

＜専門部会＞

普 及 啓 発 部 会

研 修 部 会

診 療 連 携 部 会

①診療連携体制の推進

②小児緩和ケア提供の推進

③長期フォローアップ実施体制の検討

④がん登録実施についての検討

・ネットワーク参画医療機関、都医師会、患者代表等から選出された委員によって構成される。

・都内における小児がんの医療連携に係る取組に関する検討や進行管理等を行う。

東京都小児がん診療連携協議会

相 談 情 報 部 会

①相談支援体制の整備

②診療情報提供の実施

①都民・学校関係者への普及啓発

②医療従事者向けの普及啓発

ネットワーク参画医療機関の医療従事者に対する職種別研修

や、地域の医療従事者に対する研修の検討及び実施
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